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執行役員制度導入に関するお知らせ 

 

 

当社は、2020年３月２日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入について決議しましたのでお

知らせいたします。 

 

 

記 

 

1. 制度導入の目的 

（1） グループ全体のガバナンス強化及び組織運営の迅速化・効率化のため、取締役は「経営方針の決定と監督」

に重点を置く一方で、「業務執行」に重点を置く執行役員の制度を新たに導入する。 

（2） 執行役員は、担当する本部各部の業務又は子会社の業務を遂行するとともに、グループ全体の観点から経

営並びに事業推進に係る重要事項について積極的に関与し、機動的な業務執行を行う。 

 

2. 制度の概要 

（1） 執行役員の任期は１年以内とし、選任及び解任は取締役会の決議による。 

（2） 執行役員は取締役会で決定された業務執行を代表取締役の指揮監督のもとに実行する。 

 

3. 制度の導入時期 

2020 年４月１日 

 

なお、執行役員人事につきましては、本日（2020 年３月２日）発表の「組織変更ならびに人事異動につい

て」をご参照下さい。 

 

以上 
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